
大田市告示第１４５号 

 

 大田市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱（平成２５年大田市告示

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和７年９月２日 

 

                   大田市長 楫 野 弘 和 

 

第２条第２号を次のように改める。 

（２） いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７

０デシベル未満の者で、聴覚の身体障害者手帳の交付の対象とな

らないこと。ただし、３０デシベル未満であっても補聴器の装用

により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する場

合は対象とする。 

 

第２条第３号を削る。 

 

別表中「 

ポケット型 ５９，００

０円 

５年 基準額は、電池（骨

導式ポケット型にあ

っては、電池に加え

て骨導レシーバー又

はヘッドバンド）を

含むものとする。イ

ヤモールドを必要と

する場合は、基準額

耳かけ型 ７１，２０

０円 

耳あな型（レディメイ

ド） 

９２，００

０円 

耳あな型（オーダーメイ

ド） 

１４４，９

００円 



骨導式ポケット型 ７４，１０

０円 

に９，５００円を上

限として必要な額を

加算するものとす

る。 

修理及び電池のみの

交換にかかる経費は

助成対象外とする。 

骨導式眼鏡型 １２６，９

００円 

」を「 

ポケット型 ５９，００

０円 

５年 基準額は、電池（骨

導式ポケット型にあ

っては、電池に加え

て骨導レシーバー又

はヘッドバンド）を

含むものとする。イ

ヤモールドを必要と

する場合は、基準額

に９，５００円を上

限として必要な額を

加算するものとす

る。 

修理及び電池のみの

交換にかかる経費は

助成対象外とする。 

補聴援助システムを

必要とする場合は受

信機及びワイヤレス

耳かけ型 ７１，２０

０円 

耳あな型（レディメイ

ド） 

９２，００

０円 

耳あな型（オーダーメイ

ド） 

１４４，９

００円 

骨導式ポケット型 ７４，１０

０円 

骨導式眼鏡型 １２６，９

００円 



マイクの価格の合計

が２３２，７００円

の範囲内でそれぞれ

必要な額を加算する

ものとする。オーデ

ィオシューを必要と

する場合は、５，２

５０円の範囲内で必

要な額を加算するも

のとする。また、受

信機、ワイヤレスマ

イク又はオーディオ

シューのみを必要と

する場合は、単独で

助成の対象とするこ

とができる。デジタ

ル補聴器で補聴器の

装用に関し専門的な

知識・技術を有する

者による調整が必要

な場合は２，０００

円を加算するものと

する。 

」に改める。 

 

  附 則 



この告示は、令和７年９月２日から施行し、令和７年４月１日から

適用する。 


